
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

 
告
 
示
 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
 

 
公
 
告
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
三
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
 

○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
す
る
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
 

○
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
よ
り
都
市
計
画
を
決
定
す
る
件
一
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
 

 
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

○
漁
業
法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
 

の
一
の
数
を
告
示
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
 

 

告
 
 
示
 

福
島
県
告
示
第
五
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
で
準
用
す
る
同
法

第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
を
県
営
区
画
整
理
事
業
中
朝
日
地
区
に
係

る
黒
谷
換
地
区
の
換
地
計
画
に
お
い
て
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

土
地
の
表
示
 

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
黒
谷
字
井
戸
尻
三
〇
番
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
黒
谷
字
井
戸
尻
三
八
番
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
黒
谷
字
上
野
三
三
四
番
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
黒
谷
字
六
百
苅
一
二
四
三
番
一
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
黒
谷
字
寺
ノ
下
一
二
六
一
番
一
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
黒
谷
字
東
一
三
五
一
番
一
 

同
 
 
郡
同
 
町
大
字
黒
谷
字
東
一
三
六
六
番
一
 

（
農
地
管
理
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
六
号
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

県
道
下
川

内
竜
田
停

車
場
線
 

路
線
名
 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

内
字
田
ノ
入
七
〇
番
三
〇

七
地
先
か
ら
 

同
 
郡
 
葉
町
大
字
井
出

字
所
布
一
五
一
番
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

内
字
西
山
五
九
番
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
下
川

内
字
道
ノ
下
五
二
二
番
二

地
先
ま
で
 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

内
字
篠
平
五
〇
一
番
地
先

か
ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
下
川

内
字
篠
平
五
〇
一
番
地
先

ま
で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
上
小

塙
字
中
倉
一
番
八
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
井
出

字
所
布
一
五
一
番
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
大
谷

字
乙
次
郎
九
五
番
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
大
谷

区
 
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
前
 

 変
更
前

変
更
後

の
別
 

Ａ
 
 
 
二
・
〇
〜

三
二
・
二

Ｂ
 
 
 
三
・
四
〜

五
七
・
四

Ｃ
 
 
 
四
・
〇
〜

一
三
・
六

Ｄ
 
 
 
三
・
六
〜

四
九
・
八

Ｅ
 
 
 
四
・
八
〜

五
六
・
四

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

敷
地
の
幅
員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

一
六
、
二
八
五
・
〇

五
、
三
六
八
・
〇

一
、
七
二
〇
・
七

五
、
〇
〇
一
・
五

六
三
〇
・
〇

延
 
 
 
長
 

（
メ
ー
ト
ル
）
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（
道
路
計
画
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
二
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
大
谷

字
乙
次
郎
九
五
番
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
大
谷

字
キ
ワ
タ
倉
一
番
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
上
小

塙
字
芝
坂
一
八
九
番
地
先

か
ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
上
小

塙
字
中
倉
一
番
八
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
大
谷

字
郭
公
山
国
有
林
七
一
〇

林
班
三
小
班
地
先
か
ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
大
谷

字
乙
次
郎
五
七
番
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
大
谷

字
キ
ワ
タ
倉
一
番
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
上
小

塙
字
芝
坂
一
八
九
番
地
先

ま
で
 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

内
字
道
ノ
下
五
二
二
番
二

地
先
か
ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
下
川

内
字
篠
平
五
〇
一
番
地
先

ま
で
 

 

Ｅ
 
 
 
四
・
八
〜

五
六
・
四

Ｆ
 
 
 
三
・
六
〜

四
三
・
五

Ｇ
 
 
 
三
・
五
〜

三
六
・
〇

Ｈ
 
 
 
八
・
七
〜

一
六
〇
・
九

Ｉ
 
 
 
四
・
四
〜

二
五
・
六

    

六
三
〇
・
〇

一
、
七
八
五
・
三

二
、
〇
五
〇
・
三

六
、
八
四
四
・
七

二
、
一
七
〇
・
三

  

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

内
字
西
山
五
九
番
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
下
川

内
字
道
ノ
下
五
二
二
番
二

地
先
ま
で
 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

内
字
篠
平
五
〇
一
番
地
先

か
ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
下
川

内
字
篠
平
五
〇
一
番
地
先

ま
で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
上
小

塙
字
中
倉
一
番
八
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
井
出

字
所
布
一
五
一
番
地
先
ま

で
 

字
キ
ワ
タ
倉
一
番
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
上
小

塙
字
芝
坂
一
八
九
番
地
先

か
ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
上
小

塙
字
中
倉
一
番
八
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
大
谷

字
郭
公
山
国
有
林
七
一
〇

林
班
三
小
班
地
先
か
ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
大
谷

字
乙
次
郎
五
七
番
地
先
ま

で
 

双
葉
郡
 
葉
町
大
字
大
谷

字
キ
ワ
タ
倉
一
番
地
先
か

ら
 

同
 
郡
同
 
町
大
字
上
小

塙
字
芝
坂
一
八
九
番
地
先

ま
で
 

変
更
後
 

  

Ｂ
 
 
 
三
・
四
〜

五
七
・
四

Ｃ
 
 
 
四
・
〇
〜

一
三
・
六

Ｄ
 
 
 
三
・
六
〜

四
九
・
八

   Ｆ
 
 
 
三
・
六
〜
 

四
三
・
五
 

    Ｇ
 
 
 
三
・
五
〜
 

三
六
・
〇
 

    Ｈ
 
 
 
八
・
七
〜
 

一
六
〇
・
九
 

  

五
、
三
六
八
・
〇
      

一
、
七
二
〇
・
七
      

五
、
〇
〇
一
・
五
  

  一
、
七
八
五
・
三
 

     二
、
〇
五
〇
・
三
 

     六
、
八
四
四
・
七
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福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ
と
ハ
ウ
ス
や
す
ら
ぎ
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

星
野
 
修
三
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
会
津
若
松
市
米
代
二
丁
目
二
番
十
六
号
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
と
そ
の
家
族
及
び
高
齢
者
等
に
対
し
て
よ
り
よ
い
地
域
生
活
の
実
現
に
向

け
、
そ
の
支
援
活
動
の
拡
充
と
社
会
環
境
の
整
備
を
図
り
、
障
害
者
等
に
対
し
て
社
会
復
帰
、
社
会

参
加
に
関
す
る
事
業
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
障
害
児
通
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
提
供
を
行

い
、
住
み
や
す
い
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
三
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
公
益
活
動
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

古
山
 
郁
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
福
島
市
上
町
三
番
四
号
コ
マ
福
島
ビ
ル
九
号
 

五
  定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
南
東
北
地
域
を
主
と
す
る
広
域
の
民
間
支
援
組
織
と
し
て
、
市
民
公
益
活
動
を
行

う
者
及
び
組
織
等
に
対
す
る
能
力
向
上
の
た
め
の
支
援
、
並
び
に
地
域
社
会
に
お
け
る
市
民
公
益
活

動
の
地
位
向
上
の
た
め
の
普
及
啓
発
事
業
等
を
通
じ
て
、
地
域
や
分
野
を
超
え
た
公
益
社
会
の
実
現

と
人
々
の
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
四
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
ン
ダ
ハ
ウ
ス
を
育
て
る
会
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

山
本
 
佳
子
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
福
島
市
 
萊
町
八
丁
目
十
五
番
地
一
 

五
  定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
難
病
と
闘
っ
て
い
る
子
ど
も
及
び
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
た
め
医
療
施
設
近
く
に

設
け
た
滞
在
施
設
で
あ
る
パ
ン
ダ
ハ
ウ
ス
の
運
営
を
充
実
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
児
医
療

や
家
庭
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
五
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
新
地
町
復
興
整
備
計
画
に
相
馬
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
相
馬
都
市
計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
相
馬
都
市
計
画
緑
地
 

２
 
名
称
 
四
号
埓
浜
防
災
緑
地
 

二
 
都
市
計
画
の
変
更
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
区
域
 

 
 
相
馬
郡
新
地
町
の
う
ち
大
字
埓
木
崎
字
埓
浜
、
大
字
埓
木
崎
字
西
田
、
大
字
埓
木
崎
字
埓
南
浜
田
、

谷
地
小
屋
字
中
浜
田
及
び
谷
地
小
屋
字
北
畑
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
新
地
町
都
市
計
画
課
 

 
２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

相
馬
都
市
計
画
緑
地
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
新
地
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東
日
本

大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た

意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
又
は
新
地
町
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間

内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
六
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
新
地
町
復
興
整
備
計
画
に
相
馬
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
相
馬
都
市
計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
変
更
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
相
馬
都
市
計
画
道
路
 

２
 
名
称
 
三
・
六
・
一
二
○
号
浜
畑
磯
山
線
 

 
 
 
 
 
三
・
六
・
一
二
一
号
樋
掛
田
浜
田
線
 

二
 
都
市
計
画
の
変
更
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
区
域
 

 
 
相
馬
郡
新
地
町
の
う
ち
今
泉
字
浜
畑
、
大
戸
浜
字
南
中
磯
塩
入
、
大
戸
浜
字
吾
安
谷
地
、
大
戸
浜

字
北
中
磯
塩
入
、
大
戸
浜
字
北
迫
塩
入
、
大
戸
浜
字
小
沢
、
大
戸
浜
字
小
沢
北
、
大
戸
浜
字
前
田
上
、

大
戸
浜
字
前
田
西
、
大
戸
浜
字
浜
南
、
大
戸
浜
字
前
田
下
、
大
戸
浜
字
浜
北
、
大
戸
浜
字
牛
川
、
小

川
字
田
中
、
小
川
字
谷
地
畑
、
小
川
字
浜
田
、
小
川
字
谷
地
添
、
小
川
字
ア
カ
ト
、
小
川
字
深
町
、

小
川
字
八
幡
前
、
谷
地
小
屋
字
町
裏
、
谷
地
小
屋
字
中
浜
田
、
谷
地
小
屋
字
一
丁
田
、
谷
地
小
屋
字

南
中
江
、
谷
地
小
屋
字
北
中
江
、
谷
地
小
屋
字
南
浜
田
、
谷
地
小
屋
字
舛
形
、
谷
地
小
屋
字
南
谷
地
、

谷
地
小
屋
字
谷
地
田
、
谷
地
小
屋
字
樋
掛
田
、
谷
地
小
屋
字
萩
崎
、
大
字
埓
木
崎
字
埓
南
浜
田
、
大

字
埓
木
崎
字
台
前
、
大
字
埓
木
崎
字
作
田
、
大
字
埓
木
崎
字
西
田
、
大
字
埓
木
崎
字
作
田
後
、
大
字

埓
木
崎
字
南
向
、
大
字
埓
木
崎
字
南
向
浜
田
、
大
字
埓
木
崎
字
北
向
、
大
字
埓
木
崎
字
北
向
浜
田
及

び
大
字
埓
木
崎
字
磯
山
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
新
地
町
都
市
計
画
課
 

 
２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

相
馬
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
新
地
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東
日
本

大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た

意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
又
は
新
地
町
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間

内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 公
告
第
七
号
 

 
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
新
地
町
復
興
整
備
計
画
に
相
馬
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
相
馬
都
市
計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
を
次
の
と
お
り
記
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
都
市
計
画
の
決
定
の
種
類
及
び
名
称
 

 
１
 
種
類
 
相
馬
都
市
計
画
河
川
 

２
 
名
称
 
一
号
砂
子
田
川
 

 
 
 
 
 
二
号
三
滝
川
 

二
 
都
市
計
画
の
決
定
を
定
め
る
土
地
の
区
域
 

 
 
相
馬
郡
新
地
町
の
う
ち
谷
地
小
屋
字
北
畑
、
谷
地
小
屋
字
中
浜
田
、
谷
地
小
屋
字
一
丁
田
、
谷
地

小
屋
字
舛
形
、
谷
地
小
屋
字
中
島
、
谷
地
小
屋
字
樋
掛
田
、
谷
地
小
屋
字
高
田
、
谷
地
小
屋
字
萩
崎
、

小
川
字
八
幡
前
、
小
川
字
浜
田
、
大
字
埓
木
崎
字
埓
浜
及
び
大
字
埓
木
崎
字
磯
山
の
各
一
部
の
区
域
 

三
 
都
市
計
画
の
決
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間
 

 
１
 
縦
覧
場
所
 

福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
及
び
新
地
町
都
市
計
画
課
 

 
２
 
縦
覧
期
間
 

 
 
 
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
 

四
 
そ
の
他
 

相
馬
都
市
計
画
河
川
を
決
定
す
る
案
に
つ
い
て
、
新
地
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
東
日
本

大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た

意
見
書
を
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
長
又
は
新
地
町
長
を
経
由
し
て
、
三
の
２
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間

内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

 福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号
 

  漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
 

 
 
平
成
二
十
五
年
一
月
八
日
 

 
                                                福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
 

 
                                                    委
員
長
 
菊
 
地
 
俊
 
彦
 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
 
五
百
七
十
二
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